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１ 開会 

 

○竹澤広報課長 それではお時間になりましたので、平成 16 年度第 5 回文京区情報公開制度

及び個人情報保護制度運営審議会を開催させていただきます。委員の皆様には本日お忙しい中

ご出席いただきましてありがとうございます。 

本日の委員の出席状況ですが、鷹野委員、木元委員については欠席という連絡をいただいて

おります。堀添委員については出席の連絡をいただいておりますので、遅れて出席されること

と思います。 

運営審議会条例第 7条第 1項の定足数を満たしておりますので、本審議会は有効に成立して

おりますことをご報告させていただきます。 

 それでは、本日は前回に引き続きまして、文京区個人情報保護条例の改正につきましてご審

議いただきますようお願いいたします。それでは進行を内山会長にお願いいたします。 

 

２ 審議 

 

○内山会長 おはようございます。何かと忙しい時期にお時間をさいて出席していただきまし

てありがとうございます。それでは前回に引き続きまして、文京区個人情報保護条例の改正に

ついて審議をさせていただきたいと思います。 

 

   （堀添委員着席） 

 

○内山会長 前回までに改正案について事務局から説明を伺い、個別の質疑も行いました。そ

れで、なおかつ中間答申の（案）についてもお持ち帰りいただき、今日これでいいかというこ

とを確認するということが、今日の会の目的であろうかと思いますが、もう一つ、事務局の方

から見直し部分を追加したいということで、提案がございました。今日は、この追加部分につ

いてのご説明を伺ったあと、中間答申（案）の確認をさせていただくということになろうかと

思います。 

 それではまずこの追加案件について事務局からご説明をいただきたいと思います。 

○竹澤広報課長 それでは私から説明させていただきます。お手元の資料第２－23号に基づい

て説明させていただきます。追加案件として提案させていただきますのは、非開示事項、開示

請求があった場合に開示しないことができる情報でございますが、それの整理と、それと第三

者に対する意見照会の件、この 2点でございます。 

 まず非開示事項の整理でございます。１ページに【現行条例】の「開示の請求等」の規定が

ございます。第 16 条の第 3 項、一、二、三、四として四号ございますが、現行条例ではこの

条項に該当した場合は、請求があった自己情報について開示しないことができるという取扱い
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になってございます。【課題】のところで、今回の追加する問題について整理させていただいて

いますけれども、現行の条例については、自己情報は原則開示すべきことといたしておりまし

て、例外的に開示しないことができる場合を先ほど申しましたように第 16 条第 3 項各号で規

定しているところでございます。しかし、開示請求の対象となった情報に第三者情報が含まれ

ていた場合の規定をここでは置いていないということがございます。そこで第三者情報の取扱

いについては運用で対応してきたところでございます。自己情報に第三者情報が含まれる場合

について解釈上の疑義を生じないように、当該第三者との権利利益の調整について規定を整備

する必要がある、ということで今回新たに第三者情報に関する非開示事項について整理しよう

とするものでございます。 

 ２ページでございますが、第三者情報と致しまして、①個人に関する情報、②法人等の事業

情報がございます。個人に関する情報につきましては、2 行目ですが、自己の個人情報に第三

者の個人情報が含まれている場合につきましては、開示請求者と当該第三者の自己情報コント

ロール権が衝突するということでございますが、この場合第三者の個人情報に該当するという

ことだけで非開示にできるということでは衡平を欠くと思われることから、当該第三者の正当

な権利利益を害するおそれのある場合のみを非開示にできるとすべきである、という考え方で

整理しています。なおこれに該当する場合であっても、公開条例と同様の観点から開示すべき

場合があるとして整理したものが（ⅰ）法令、慣行により公にされているもの、（ⅱ）人の生命、

財産等を保護するため開示する必要があるとき、（ⅲ）公務員の職務の遂行に関わる情報等であ

る場合、があげられます。これは情報公開条例第 7条第 2号ただし書の（ア）（イ）（ウ）に対

応するものでございます。 

 二点目と致しましては、法人等の事業情報でございます。やはり開示請求に係る自己情報の

中に法人等の情報が含まれる場合があるということでございまして、その場合、段落の 2段目

でございますが、法人等が有する正当な権利利益については情報公開条例におけると同様に自

己情報の開示請求によっても害されるべきではない、したがって、当該法人等の権利、競争上

の地位その他正当な利益を著しく害すると認められる場合は非開示とすべきである、というこ

とで整理してございます。また、個人に関する第三者情報の場合と同様に、公益上の理由があ

る場合は非開示事項に該当する場合でも開示すべきであるだろうということで、人の生命、健

康、生活又は財産を保護するために開示する必要がある場合は、非開示事項に該当する場合で

も開示することとするものでございます。なお※で裁量的開示について、としてございますけ

れども、情報公開条例におきましては、裁量的開示の規定をおいております。裁量的開示とい

いますのは、非公開情報に該当する場合でも公開すべきであるという裁量の判断の余地を残し

た規定でございます。こうした規定を置いておりますけれども、個人情報保護条例におきまし

ては、開示、非開示の判断の過程のなかで上記①②で触れたように、実質的な利益衡量を判断

するということでございますので、さらにそこに加えて裁量的な開示の規定を設ける必要はな

いと思われるということで、個人情報保護条例の方では裁量的開示につきましては規定を設け
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る必要はないということで整理してございます。 

 続きまして、3 ページの「第三者への意見照会について」でございますが、今の第三者に関

する情報の取扱いについて、条例上明確に定めることから、第三者情報があった場合の意見照

会についての規定が必要になるであるだろうということで、新たにこういたった内容を盛り込

もうというものでございます。現行条例にはこういった規定はございません。 

 なお国の行政機関保護法につきましては、第三者に対する意見提出の機会の付与ということ

で、第２３条に手続き規定がございます。私ども情報公開条例におきましても、下に囲ってご

ざいますけれども、第三者保護に関する手続きというのを定めてございます。 

 4ページでございますが、【課題】のところで規定を設ける理由等を整理してございます。自

己情報の開示請求の対象情報に第三者に関する情報が含まれる場合に、その第三者との権利利

益の調整を図る制度として、第三者情報を開示する場合に意見書提出の機会を与える規定をお

くということでございます。意見書につきましては、第三者の権利利益の判断資料、要するに

開示すべきかどうかという判断資料となるものでありますし、また第三者にとっても、不意打

ちによる不測の損害を避けることができるということで、知らないうちに開示されているとい

うような、それによって蒙る損害を避けることができるという効果がございます。なお、開示

するかどうかという最終的な判断につきましては実施機関が判断するものでございますので、

第三者の意見に拘束されるというものではございません。そのようなことで【区の考え方及び

見直しの骨子】の中では、第三者の意見を聴くという規定を設ける必要があるだろうというこ

とで整理してございます。 

なお非開示事項の整理のなかで、個人情報の部分でございますけれども、2 ページの【区の

考え方及び見直しの骨子】のところで、現行条例第 16 条第 3 項に加えて次の事項を整理する

という記載がございますが、その下の１でございますが、「開示請求の対象となった保有個人情

報に開示請求者以外の個人に関する情報が含まれている場合で、当該個人の正当な権利利益を

害するおそれがあると認められる場合は非開示とすることができる、とする」というものです

が、当該個人の正当な権利利益を害するおそれがあると認められる場合につきましては、これ

はそれぞれの対象情報の性格、第三者情報がそれに含まれるようになった経緯等、個別的な事

情により正当な権利利益か否かを判断することになるわけですけれども、第三者の個人情報に

つきましては原則としてそれを開示することにより、その第三者の権利利益を害することにな

るであろうというふうに考えているところでございます。 

どんな場合に第三者情報を開示できるかといいますと、例えば住民票の写しの請求書の開示

請求の場合、住民票の写しを第三者が請求している場合ですが、その場合他者の自己情報にア

クセスした第三者は、その限りで自己の個人情報に関する権利利益が制限されると解するべき

ということで、住民票の写しを請求した者の住所、氏名を住民本人に開示するという取扱いを

致しております。これについては、他団体においても一般的にそういう取扱が行われていると

いうことでございます。誰が自分の情報にアクセスしたかを知ることについては、本人の自己
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情報コントロール権に属すると理解されていることから、そういった場合が、開示しても第三

者の正当な権利利益を害するおそれはない場合に該当するであろうと整理しているところでご

ざいます。 

追加案件に付いての説明は以上でございます。 

○内山会長 ありがとうございました。それではまず順番として、今ご説明いただいた追加の

部分について個別的審議をさせていただきたいと思います。ご意見、ご質問があれば承りたい

と思います。 

なかなか抽象的なことで具体的にお考えいただきにくい部分だと思いますけれど、例えばこ

んなことがありました。妻が子供をつれてシェルターに駆け込んで生活保護をかけて助けても

らっていた。奥さんが逃げている、そんな状況だと、夫婦は離婚届が出されている。奥さんが

連れている子供の親権者は父親になっている、というときに、父親は子供の親権者として子供

の居場所を教えろという請求が来ました。親権者は本人の代理人としてきますから、子供が自

分の居場所を教えろ、という自己情報の開示請求になる。そのときに子供の居場所を教えてし

まえば、当然奥さんの居場所がわかってしまう。そうすると DV（ドメスチックバイオレンス）

が、離婚しているんですが、離婚の効力がどうかという問題もあるんですが、暴力が再現する

可能性がある、ということがある。その場合に個人情報保護条例をどのように運用するか、と

いうことが具体的に問題となる。 

今のことについてこの条例では、見直した後も含めてどのようなことが考えうるのか、とい

うことになりますと、自己情報は基本的には開示される。けれども現行条例の１６条の３項の

四号によって、実施機関が特に本人に開示しないことが適当であると認めた場合には開示しな

いことができるから、それは開示しないということにする、ということだけでクリアされてし

まうことになるかも知れない。問題が起こったこの団体ではこのような規定がなかったからと

いうことなんですが。もう一つは、奥さんの情報、他人の情報になりますよね、他人の情報が

それを開示することによって含まれている場合にあたるかどうか、それは法解釈の問題ですけ

ども、子供の居所を教えると、奥さん、元奥さんですけれども、奥さんの居所も当然わかる。

その場合には子供の居場所の情報には奥さんの個人情報も含まれていると考えれば、奥さんの

個人情報でもある。その個人情報を開示することが適当かどうかということですね。そういう

場合に、この区の考え方、見直しの骨子の部分でクリアできるか、ということも考えれば具体

的なこととして考えやすいのかなと思います。 

 区の条例の考え方では、第三者の個人に関する情報が含まれている場合は、原則は非開示で

すよね。ただ例外的にこういうことがあれば開示をするということとして改正案を作ったらい

かがか、ということが提案されているわけですけれども。 

○竹澤広報課長 取扱いとしては原則非開示ですけれども、ここにありますように個人の正当

な権利利益を害するおそれがあると認められる場合、というところが一つの判断基準としてあ

ります。あと、先ほど会長がおっしゃられたものについては、この辺の判断もあるのかなとい



 5

うことと併せまして、情報の存否の問題もあるかなと思います。 

○内山会長 そうですね。存否情報ということになりますね。それから、その案件では、奥さ

んは家庭内暴力で耐えられないから逃げてきたんだ、と言ったんですけれども、子供を捜して

いる旦那さんのほうからすると、奥さんに暴力を振るわれて奥さんが一方的に逃げたんだと、

家庭内暴力は奥さんがやったんであって自分はやっていないんだ、というような言い方をして

いる。行政機関とするとどちらの言い分が正しいか判りませんよね。裁判所ではないし、捜査

権はないし、ではどちらの言い分を優先したらいいのか、というと非常に困ることがある。そ

の場合に、旦那さんの言い分だけを聞いて情報公開の運営をするというのは適当ではないでし

ょうから、第三者の意見照会ということになって、奥さんの言い分も聞く。そういう状況の中

で情報公開したほうがいいのか悪いのかということを具体的に行政機関が判断すればいいだろ

うということだとしますと、第三者の意見照会というのも当然適切に運用すればいいことだと

思います。これは条例がなくても第三者の意見照会はできるんですよね。 

○竹澤広報課長 情報公開条例にもございますが、自己情報の請求の中でそういったものがあ

った場合は、判断材料として参考意見を聴きたいという場合ですと、現実問題としては意見照

会はやっています。今回は、これを制度化するという形です。 

○内山会長 ただこういう条文が入りますと、本来第三者の意見を聴くべきときに行政機関が

誤って聞かないで開示したということになりますと、行政機関の落ち度だということがより明

確になるということがでてきますから、第三者の利益保護に厚い規定ということにはなろうか

と思います。現実にやっていることも条文に書くことによって、行政機関の責務が若干加重さ

れるということにはなろうかと思います。 

 ２ページの下の枠組みの中の、１開示請求の対象となった・・、という部分ですけれども、

第三者の個人に関する情報が含まれている場合で、当該個人の正当な権利利益を害するおそれ

があると認められる場合は非開示とする、ということですけれども、この場合、部分開示とか

ということはどうなんでしょうか。 

○竹澤広報課長 その情報の中でそういった部分がある場合は、その部分について非開示とい

うことでございますので、原則は、全体をもって非開示にするという扱いではないということ

です。ただある部分を非開示としても、他の部分を開示することによって非開示部分が推測で

きるというような場合ですと、この規定を適用して非開示になることはあろうかと思います。

○内山会長 そうですよね。部分開示するか、全部非開示にするかということは、行政機関は

適切に裁量されるということが前提ですよね。そういうことを明文に書く必要があるかどうか

ということはありますけれど。非開示とすることができるというのは、必要な限度において非

開示とすることができるということだと理解をしておればいいですね。 

○竹澤広報課長 部分開示については、別途規定がございますので、それを適用して部分開示

にするか全部非開示にするかの判断をすることになります。 

○内山会長 例えば自分の住民票を誰かがみたということがあるかどうかを教えて欲しい時に、



 6

誰が見たかは教えられないけれども、何時見たかは教えられるということはありますよね。 

○竹澤広報課長 先ほどご説明申し上げたように、他の自治体も同じように一般的に行われて

いる取り扱いとしまして、氏名とか、誰が住民票の写しの請求をしたかということは、本人に

開示します。ただ請求理由については、請求された本人の個人情報として、それは非開示とい

う扱いを行っています。それは先ほど申しましたように、本人の自己情報コントロール権に属

する部分はどこなのかというところからの判断でございます。 

○内山会長 開示をしないというところもあるんですね。サラ金業者みたいなところから居所

を探すためにという場合には教えるとか、個別具体的な判断をするところとか、色々なところ

がありますけれども、基本的には、法令によってそういう請求ができる場合、その請求をする

場合にはその名前が明らかになってしまう、というのが文京区の原則であるということです。 

 個人情報ではあると思うんですよね。例えば隣の家の建築確認の概要書を見たいといって見

に行く、それは見せますよね。それは法律上見せなければいけない。でも隣の人に私が見たと

いうことが判ってしまうと近所付き合いができなくなるからそれは見せて欲しくない。ただ見

るのは私の権利だから、見たい、という人がいた場合に、請求してみちゃうとそれは開示され

てしまう。隣の人が見たなということが建築主にわかってしまう、そういうことがある。 

開示はするけれども請求した人の個人名を開示するかどうかということですが、個人名自体

は個人情報ですよね。 

○竹澤広報課長 今回ご提案させていただいている内容と致しましては、先ほど例示といたし

ました住民票の写しの請求についての取扱いについては基本的にそういった考え方で扱ってい

るところですけれども、そこの部分が２ページの１にあるように、個人の正当な権利利益を害

するおそれがあると認められる場合に限って非開示にするということです。そこは個別判断す

るような取扱いになります。 

○内山会長 どういう場合に開示があって、どういう場合に開示をしないかというのはこれか

ら色々な法律ができるかもしれませんし、それを予め予測することもできませんし、抽象的に

このような形で規定しておいて、運用を適切に行うということに期待するということですね。 

○竹澤広報課長 法律の体系とか私どもの情報公開の体系では、２ページの※に裁量的開示と

いう項目がございますが、ここで個別判断するところを、第三者の個人情報については、先ほ

どの正当な権利利益を害するおそれがあると認められる場合かどうかというところで判断して

いこうことでございます。ある程度絞りをかけた形になっています。 

○内山会長 それともう一点確認なんですけれども、３ページの第三者への意見照会という部

分がありますけれども、その最初の箱書きの部分ですけれども、これは行政機関個人情報保護

法の規定ですけれども、第三者へ意見照会をすることができますけども、それがどういう場合

かといいますと、法律の第２３条第２項の１号ということになるでしょうか。開示をすること

が必要であると認められる場合に限って意見書提出の機会を与える、ということになっていま

すけれども、開示をする必要があるかどうかを判断する場合には、意見照会を法律では必ずし
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もその部分はしなくてもいいような形になっていますけれども、条例は必要に応じて第三者の

意見を聴くことができるというように改正しようと言うことですから、その場合も開示するこ

とを決める前に第三者に意見照会をすることができることになりますよね。 

○竹澤広報課長 はい そうです。開示前でございます。決定するうえで第三者の意見を参考

にしようと言うようなことでございます。またそのことによって第三者の方も自己情報が開示

対象となっていることを知りうるということです。 

○内山会長 ですから第三者の意見を聴く時点が、国よりは前の時点で聞いておくことができ

るから、より適切な行政上の判断をすることができるようになると私は思います。国の運用も

そのようにするのだとは思いますが、法律の読み方だけからすると、見せるぞと決めたときに

文句があるんだったらいってみろと、いうだけのことで、どういう風に言おうとみせてしまう

というのが法律の規定の仕方のように思います。それよりは文京区の条例の方が穏やかな書き

方になっているのかなと思いますけれども。 

 それでは事務局の今のご説明、条例の見直しにこの２点を付け加えるということでよろしゅ

うございましょうか。 

○近藤委員 ただいま会長さんに色々具体例を説明していただいたのでわかったのですけれど

も、性格からして少し違うかも知れませんけれども、ちょっとこの場でお伺いしたいのですが、

実は民生委員が緊急連絡カードの設置をしておりますのでその一表があります。その連絡カー

ドというのが実は個人情報そのものなんですね。住所、氏名、電話番号、年齢全部書いてござ

いますけれども、その下に連絡先、例えばこういうところに兄弟がいるけれども連絡先はここ

ですと電話番号まで書いてある。その下に今度はかかりつけの先生のお名前と電話番号と書い

てあるわけです。その下は病気のことが書いてあるわけです。あなたの持病は何々ですと。そ

してそういうものを民生委員が伺って、それをいただいて、そういうものを緊急連絡カードと

いう封筒の中に入れまして、それをそのお宅の玄関先においといてください。緊急時には例え

ば警察の方が飛び込んできた場合にそれを開けてそして連絡できるようにするんです、と。 

ある民生委員さんは、これは大変なことなんだと、こんなことをやっていいのか、というこ

とで私はまだ歩いていないんだとおっしゃる方があったんですけれど、私は、他区はどういう

風にしているか判らないのですが、これは文京区独自のもので区の条例によってこれでよろし

いんだというものなのか、その辺をお伺いしておきたいのです。もうずっとやっておりますか

ら。 

○竹澤広報課長 目的をお知らせして、本人のご了解のうえで本人から直接収集されるという

ことで、手続き上はクリアされているものと思います。ただ、現実にどういう説明をされてい

るか、疑義とか感じる人もいらっしゃるかも知れませんけれども、収集の際には本人から直接

収集することが原則ですし、なおかつ業務で必要だということで目的を説明されている、それ

でご本人の了解の上で収集され、作成されるということであれば、条例上の手続きはクリアさ

れているものと考えます。 
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○近藤委員 区が手続き上はクリアされていると思っておやりになっていることと私も思って

いますけれども、緊急連絡カードは、区が 1枚もち、民生委員が１枚持ち、それから話し合い

委員という制度があって話し合い委員さんが１枚持っているということで、三者が持っている

わけです。これは皆さん、取扱いに注意してくださいということは申し上げてありますけれど

も、ちょっと心配な部分があります。 

○内山会長 民生委員自体は国の制度ですよね。もともと文京区の条例の埒外のことですよね。 

○竹澤広報課長 ただいまの緊急連絡カードという制度は、文京区の制度です。民生委員の方

にお願いしてそういうものを行っております。 

○内山会長 区の施策として民生委員の助力を仰いでそういうことをやっているということで

すか。 

○近藤委員 そうです。なにか事件がなければいいなと思って、ちょっと心配なところがある

んですが。 

○杉本委員 緊急連絡カードをお持ちになっている方々は、自分が何をしてはいけないか、何

をするべきか、ということは知っていますよね。そういう方が管理なさっているんですよね。

そうすると、ここから出す答申と同じようなことになるんではないですか。私はそれについて

そこまで考えて何か対応しようとするとぎちぎちになって、そのこと自体が動かなくなって行

くようなおそれがあるのではないかと思ったのですが。 

○内山会長 そうだと思いますよ。情報をあまり貴重なものだといって、取扱注意ということ

を厳重にやりますと、適時適切な対応ができなくなってしまうんですよね。だからそれはやは

り目的が違うので、個人情報であるとか、情報は大切に取り扱いましょう、また情報は皆さん

共有しましょうということではありますけれども、そういう手続きがあるからといって、人命

を保護するという実質がおろそかになるということはありえないとことですから、何が優先す

るかというと、それは人命ですとか人の健康ですとか、そういうものを優先する、そのために

は情報公開条例なんかも適切な運営ができるようになっているべきです。なっていないとすれ

ばそのように解釈をしてでも適切な運営をするべきですね。 

○近藤委員 わかりました。 

○竹澤広報課長 緊急連絡カードということでございますので、それが緊急の場合使えますよ

というようなことでご了解をいただいているものと思います。いずれにしても、区から使う場

合でも、病院に連絡したり、かかりつけの先生に連絡したり、ご家族に連絡したりということ

であれば、条例の外部提供の手続きのなかでは、人の生命であるとか財産とかそういった緊急

性のある場合については、同意を得ないで、そちらの方が優先されるだろうということはあり

ますので、そういう目的での使われ方であれば問題ないと思います。 

○近藤委員 ありがとうございます。 

○内山会長 先ほどの話で、奥さんが子供を連れて逃げてしまった場合、亭主の方が自分の子

供を捜すということがあった場合、亭主に子供の居場所を教えないということが違法行為だと
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いうんで、損害賠償請求訴訟があったんです。神戸の方だったのですが、地方裁判所は、教え

ないことについて正当な理由を行政庁の方で挙げられなかったからそれは違法であるといって、

損害賠償を払え、慰謝料を払え、という判決が出たんですね。高裁と最高裁はＤＶ法というの

があって、被害者となった配偶者の安全に配慮するということが行政機関に課されているんだ

から、教えてしまえばＤＶの被害が可能性として出てくる、そういう場合には教えなくていい

んだ、教えないことに違法性はないんだということでお墨付きをもらったということがありま

した。要するに法律を杓子定規に解釈して、これにこう書いてあるから教えなくてはいけない

んだということではないんだと思いますね。 

 それではそのほかにご意見がなければ、これをもって答申案に追加するということを前提に

考えて行きたいと思います。 

 次に中間答申の答申案についての審議を行いたいと思います。これは前回にご説明をいただ

いて、お持ち帰りいただいて、今日までに特に支障がある、変更すべきだというご意見があれ

ばそれを持って中間答申としましょうということでございましたが。 

それでは全般的にご意見を賜りたいと思いますが、この中間答申案を中間答申とすることに

ついてご意見があればこの際おっしゃっていただきたいと思います。 

 なければ、これをもって中間答申とさせていただくということでよろしゅうございましょう

か。 

   （異議ございません、との声あり） 

○内山会長 それではそのように決めさせていただきます。中間答申ということで答申をさせ

ていただきます。 

 それでは事務局から今後の予定を伺っておきたいと思います。 

○竹澤広報課長 中間答申については、事務的に文言整理をさせていただくような箇所がある

かもわかりませんので、もう一度全体的に点検させていただきたいと思います。 

○内山会長 内容が変わるということはないわけですね。“てにをは”等がおかしい部分を日本

語として修正するということですね。 

○竹澤広報課長 はい。そうです。 

○内山会長 内容に関わる部分についての変更はしないということで、その“てにをは”の部

分については、私に御一任いただいて、それをもって中間答申をするということにさせていた

だきますけれどもよろしゅうございますか。 

  （はい、結構です、という声あり） 

○内山会長 ではそのようにさせていただきます。 

○竹澤会長 今後のスケジュールにつきましてですが、今回中間答申という形で御答申いただ

きまして、１０月２５日の区報におきまして、中間の答申がまとまりましたということで、区

民の方々にお知らせいたします。中間答申自体は、２階の行政情報センターとか図書館、地域

活動センター等に配置いたしまして閲覧していただく、またホームページにも掲載したいと思
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っております。その際にパブリックコメントということで、１１月の８日まで、区報の発行か

ら２週間程度の期間をみてございますけれども、区民の方々からのご意見をいただきたいと思

っております。また区議会の方にもご報告させていただきまして、議員の先生方からのご意見

もいただきたいと思っております。それで全体的にパブリックコメント等のご意見を整理しま

して、区の考え方もまとめたうえで、改めてこの審議会に提示させていただきまして、最終報

告に向けてのご審議をお願いしたいと思っております。 

 議会が１１月議会になりますので、次の開催は１２月、大変押し迫った時期になるかもわか

りませんけれども、その頃に予定させていただければと思っています。 

○内山会長 要するにパブリックコメントといいますか、区民の皆さん方の意見、そのほか議

会は議会のご意見を伺った上で、１２月に召集させていただくということですね。それではそ

のようなことでございますから、また押し迫ったころご足労ではございますが、この審議会に

御出席いただきたいということをお願いいたします。 

 今日予定されている議題はこれで終わったということでよろしいでしょうか。それでは終了

させていただきます。お忙しいところご出席いただきましてありがとうございました。 


